
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年６月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月１７日 １４時５７分ごろ 

発生場所 北海道小樽市高島岬北北西方沖 

 日和山灯台から真方位３３４°１.３海里付近 

 （概位 北緯４３°１５.５′ 東経１４１°００.１′） 

事故の概要  漁船登
と

紀
き

丸は、西進中、また、ヨットFAUST
ファウスト

は、帆走中、両船が衝

突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月３０日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 登紀丸、１９トン 

   ＨＫ２－２１８７２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ ヨット FAUST、５トン未満（長さ７.０９ｍ） 

   ２００－１７７２１北海道、個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 Ａ 右舷外板に擦過傷 

Ｂ 甲板上のポールに曲損 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、高島岬北北西方沖を漁場に向

けて西進中、船長Ａが、右舷前方から接近するＢ船を視認した際、同

じ針路及び速力でもＢ船と支障なく通過できるものと思い、航行を続

けたところ、Ｂ船を視認してから約１０分後にＡ船の右舷側とＢ船と

が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、帆走してい

た。 

分析  Ａ船は、西進中、船長Ａが、右舷前方から接近するＢ船を認めた

際、Ｂ船と支障なく通過できるものと思い、Ｂ船に対する見張りを適

切に行っていなかったことから、Ｂ船と衝突のおそれのある態勢で接

近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、帆走中、Ａ船と衝突したものと考えられるが、船長Ｂから

情報が十分に得られなかったため、衝突に至った状況を明らかにする

ことができなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が西進中、Ｂ船が帆走中、両船が衝突したものと考

えられる。 



 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


